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対象者 異動手続きに必要なもの（必ず印鑑をお持ちください） 窓　口転出するとき 転入したとき 市内で転居したとき

国民健康保険
または後期高
齢者医療に加
入している方、
福祉医療証を
お持ちの方

○国民健康保険証
○国保限度額適用・標準負担
　額減額認定証
○後期高齢者医療保険証
○後期高齢者医療限度額適用
     ・標準負担額減額認定証
○国保または後期高齢者医療
　特定疾病療養受療証
○福祉医療証（重度心身障害　
　〈児〉者医療○身・子育て支援
　医療○子・ひとり親家庭等医
　療○親）

○世帯主の印鑑
○ 後期高齢者医療負担区分等
　証明書（県外からの転入の　
　場合で、前に住んでいた市　
　区町村で発行されたもの）
※限度額適用・標準負担額認　
　定証が必要な場合、所得・　
　課税額証明書の提出を求め
　る場合があります。

○国民健康保険証
○国保限度額適用・標準負担
　額減額認定証
○後期高齢者医療保険証
○後期高齢者医療限度額適用
　・標準負担額減額認定証
○福祉医療証（重度心身障害　
　〈児〉者医療○身・子育て支援
　医療○子・ひとり親家庭等医
　療○親）

※世帯内変更で、世帯主また
　は続柄が変わったときも手　
　続きが必要です。

本所国保年金課

○国保医療担当     
☎内線124

○後期高齢者医  
　療担当
☎内線126

※福祉医療（○身・○子・○親）の該当要件や必要書類等は、市　
　区町村で異なります。それぞれご確認ください。
【共通】 ○  対象者及び世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
　　　  ○本人確認書類（詳しくは市HP「国保の手続き」をご覧ください）
※届出によっては世帯主の印鑑（認印）が必要な場合あり（シャチハタ印等は不可）。

国民年金に加
入している方

【共通】○年金手帳 本所国保年金課
☎内線113○年金証書 ○年金証書

介護保険証を
お持ちの方 ○介護保険証

○前に住んでいた市区町村で
　発行された介護保険証
　（住所地特例施設に入所される方）

○介護保険証 本所長寿介護課
☎内線187

児童手当を受
給している方 ○受給者の印鑑

○受給者の印鑑
○受給者の預金通帳
○受給者の健康保険証
○マイナンバーカードまたは
　通知カード

届出は不要です
本所

子育て推進課
☎内線152

児童扶養手当
を受給してい
る方

【共通】○児童扶養手当証書 本所
子育て推進課
☎内線150

○マイナンバーカードまたは
　通知カード

障害者手帳、
自立支援医療
受給者証、障
害福祉サービ
ス受給者証を
お持ちの方

特になし
※新住所地に変更の届出をし
　てください。

○健康保険証
○身体障害者手帳
○療育手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○自立支援医療受給者証
○マイナンバーカードまたは
　通知カード
※ 所得・課税額証明書の提出
を求める場合があります。　　　　　　　　　　

○身体障害者手帳
○療育手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○自立支援医療受給者証
○障害福祉サービス受給者証
○マイナンバーカードまたは
　通知カード

本所福祉課
☎内線137

犬を飼ってい
る方

特になし
※新住所地に鑑札をお持ちの
　上、変更の届出をしてくだ
　さい。

○前住所地での鑑札
※鑑札を紛失の場合は、再交
　付扱いとなり、1,600円の
　手数料が必要です。

お持ちいただくものはありま
せんが、届出が必要です

健康課
（にこ♥ふる）
☎内線361

▼その他の必要な手続き（各地域庁舎市民福祉課でも手続きができます）

　学生を鶴岡市で国保に加入させる
　場合は、在学証明書と現住所を確
　認できる書類の提出が必要です。

● 進学で市外へ転出したとき　　　　　　　　　　　　　　
▼必要なもの
・国民健康保険証
・在学証明書（合格通知書の場合、
　後日在学証明書の提出が必要）
※学生用の保険証の有効期限が切れ
　る場合は、期限の延長や資格をな

　くす手続きが必要です。

国民年金の手続き
■問本所国保年金課☎内線113または
　各地域庁舎市民福祉課へ

●職場の厚生年金や共済組合に加入したとき
▼必要なもの
・職場の健康保険証
・印鑑

・年金手帳

●職場の厚生年金や共済組合を離脱したとき
▼必要なもの
・職場の健康保険の資格喪失証明
　（健康保険・厚生年金保険等資格
　喪失連絡票など）
・印鑑
・年金手帳
※扶養している配偶者（60歳未満）
　がいる方は併せて届出が必要です。

転入・転出の手続き／国保・国民年金の手続き
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市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

進学や就職、転勤などで引っ越しが多くなるこれから
の季節。忘れずに転入や転出の手続きをしましょう。

※このほかの場合は
　本号10ページ。

市役所への届出
　引っ越しの際は、住民異動届（転
入・転居・転出）の提出が必要です。　
　手続きの際は、異動届を提出する
（窓口に来庁する）方の本人確認書
類をご提示ください。
※本人確認書類…運転免許証または
　マイナンバーカード（個人番号カ
　ード）等。
■問本所市民課☎内線111または各地
　域庁舎市民福祉課へ

●転出するとき
　本市から他の市区町村へ引っ越す
場合、転出証明書を発行します。
　転出予定日の14日前から手続き
ができます。
▼必要なもの
・印鑑登録証（登録をしている方）
・マイナンバーカード（お持ちの方）
・住民基本台帳カード（お持ちの方）
・国民健康保険証（加入している方）
・後期高齢者医療保険証（加入して
　いる方）
・年金手帳（お持ちの方）
・介護保険証（お持ちの方）
※新住所地に引っ越した日から14
　日以内に転入手続きをしてくださ
　い。

●転入したとき
　他の市区町村から本市に引っ越し
た方は、住み始めた日から14日以
内に手続きをしてください。

▼必要なもの
・前に住んでいた市区町村からの転
　出証明書
・マイナンバーカードまたは通知カ
　ード
・住民基本台帳カード（お持ちの方）
・在留カードまたは外国人登録証
　（外国籍の方）
・世帯主の印鑑（国民健康保険に加
　入する方）
・後期高齢者医療負担区分等証明書
　（県外からの転入の場合で、前に
　住んでいた市区町村で発行された
　もの）
・年金手帳（お持ちの方）、年金証
　書（年金を受給している方）
・前に住んでいた市区町村で発行さ
　れた介護保険証（住所地特例施設
　に入所される方）

●市内で転居したとき
　転居した日から14日以内に届出
をしてください。
▼必要なもの
・マイナンバーカードまたは通知カ
　ード
・住民基本台帳カード（お持ちの方）
・在留カードまたは外国人登録証
　（外国籍の方）
・国民健康保険証（加入している方）
・後期高齢者医療保険証（加入して
　いる方）
・年金手帳（お持ちの方）、年金証
　書（年金を受給している方）
・介護保険証（お持ちの方）

●世帯内に変更があったとき
　世帯主が変わるなど、世帯の中で
変更があった場合、14日以内に届出
をしてください。
▼必要なもの
・国民健康保険証（世帯で加入して
　いる全員分）

上下水道部への届出
　水道を使わなくなっても、届出を
しないと、引き続き水道料金が掛か
ります。引っ越しの際、次のような
場合は届出が必要です。
▷水道を使用しなくなるとき
▷新たに水道を使用するとき
▷使用者、所有者が変わるとき
※ ３日前（土曜・日曜日、祝日を除
く）までにご連絡ください。

※ 所有者変更以外は、電話で届出が
できます。

※ 料金のお支払いは口座振替をお勧
めします。なお、市内または三川
町内に転居し、引き続き同じ金融
機関の口座振替を希望する場合
は、併せてご連絡ください。
■問 上下水道部お客さまセンター☎
23‐7609

　国民健康保険の手続き
■問本所国保年金課☎内線124または
　各地域庁舎市民福祉課へ
◆ 国民健康保険に関する手続きでは
世帯主と手続き対象者のマイナ
ンバーを確認します
◆ 手続きに来庁した方の本人確認書
類を提示してください

●職場の健康保険に加入したとき
▼必要なもの
・国民健康保険証
・職場の健康保険証
・福祉医療証（お持ちの方）
・国保限度額適用・標準負担額減額
　認定証（お持ちの方）

●職場の健康保険を離脱したとき
▼必要なもの
・職場の健康保険の資格喪失証明
　（健康保険・厚生年金保険等資格
　喪失連絡票など）
・世帯主の印鑑
・福祉医療証（お持ちの方）
※扶養していた市外へ転出している　

就職や離職、
進学をしたとき

国民健康保険と国民年金の切替え手続き

転入・転出等の手続きは忘れずにしましょう

以上のような異動届のほか、福
祉医療や児童手当等の届出も必
要です。手続きをしないと、給
付を受けられなくなることがあ
るので、受給している方は、右
ページの表をご覧の上、忘れず
に手続きをしてください。
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２
月
２
日
、
朝
日
中
央
地
区
自
治
振
興
会

と
の
対
話
集
会
を
開
催
し
た
。「
広
報
・
広

聴
行
政
」、
市
長
が
直
接
住
民
の
皆
様
の
意

見
を
聴
く
こ
と
を
含
む
広
聴
活
動
は
、
市
の

取
り
組
み
を
周
知
す
る
広
報
と
と
も
に
、
地

方
自
治
を
支
え
る
重
要
な
行
政
活
動
だ
。

　

こ
の
日
は
自
治
会
長
さ
ん
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長

さ
ん
、
事
務
局
の
方
々
を
含
め
20
人
ほ
ど
が

参
加
。
細
か
な
数
値
な
ど
は
朝
日
庁
舎
の
支

所
長
な
ど
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、

予
定
を
30
分
超
過
す
る
熱
気
あ
ふ
れ
る
意
見

交
換
と
な
っ
た
。

　
「
対
話
と
協
働
の
市
政
」
を
掲
げ
て
２
年

目
に
入
っ
た
。「
対
話
は
手
法
に
過
ぎ
な
い

の
で
は
？
」
と
の
意
見
を
市
議
会
で
頂
戴
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
対
話
」
は
、
政
策

の
あ
り
方
や
内
容
に
つ
な
が
る
、
政
治
・
行

政
の
基
本
で
あ
る
。
旧
朝
日
村
の
よ
う
な
過

疎
法
の
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
地
域
は
、
生

み
出
す
経
済
的
な
効
果
が
小
さ
い
と
思
わ
れ

が
ち
だ
が
、
国
土
の
保
全
や
水
源
の
涵か
ん

養
、

文
化
の
継
承
な
ど
、
貨
幣
に
す
ぐ
に
は
換
算

で
き
な
い
価
値
、
外
部
経
済
効
果
な
ど
に
も

っ
と
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
都

市
住
民
に
は
見
え
に
く
い
農
山
漁
村
の
価
値

を
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
誇
り
を
持
っ
て
も
っ

と
発
信
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
た
。
中
山
間
地

の
田
畑
の
保
全
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
生
々

し
い
実
情
、
単
な
る
ス
ポ
ー
ツ
・
余
暇
施
設

２
月
２
日
、
朝
日
中
央
地
区
自
治
振
興
会

と
の
対
話
集
会
を
開
催
し
た
。「
広
報
・
広 （14）

市
政

市
役
所
本
所
市
民
課
の
窓
口
を
休

日
開
設
・
平
日
時
間
延
長
し
ま
す

　

３
月
下
旬
〜
４
月
上
旬
は
住
所
変
更
に
関

す
る
手
続
き
で
市
民

課
の
窓
口
が
大
変
混

雑
し
ま
す
。
次
の
と

お
り
、
一
部
業
務
に

つ
い
て
窓
口
を
休
日

開
設
・
平
日
時
間
延

長
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
開
設（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
）　

３
月
24
日
○日
・
30
日
○土
・
31
日
○日
、
４
月
６

日
○土

▼
平
日
時
間
延
長（
午
後
７
時
ま
で
）　

３
月

25
日
○月
〜
29
日
○金
、
４
月
１
日
○月
〜
５
日
○金　

▼
取
扱
い
業
務　

▽
住
民
異
動
届（
転
入
届
・

転
出
届
・
転
居
届
等
）　

▽
印
鑑
登
録　

▽

各
種
証
明
書
の
交
付
（
住
民
票
の
写
し
・
戸

籍
全
部
〈
個
人
〉
事
項
証
明
書
・
印
鑑
登
録

証
明
書
・
所
得
課
税
証
明
書
等
）

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
転
入
や
海
外
か
ら
の
転

入
の
届
出
、
広
域
交
付
住
民
票
・
納
税
証
明

書
の
交
付
は
取
扱
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
市
民
課
☎
内
線
１
１
１

各
種
証
明
書
を
持
ち
帰
る
た
め
に
使
用
す
る

広
告
入
り
窓
口
用
封
筒 

寄
附
者
募
集

■
規
格
・
予
定
数
量　

①
角
形
２
号
程
度（
Ａ

４
判
の
用
紙
が
入
る
大
き
さ
）
…
７
万
３
、

０
０
０
枚　

②
角
形
６
号
程
度
（
Ａ
５
判
の

用
紙
が
入
る
大
き
さ
）
…
１
万
枚　

■
封
筒

の
表
示　

広
告
ス
ペ
ー
ス
（
封
筒
の
表
面
及

び
裏
面
の
下
部
40

％
以
内
）、市
章
・

市
の
業
務
内
容

■
設
置
期
間　

８

月
１
日
○木
〜
来
年

７
月
31
日
○金　

■

設
置
場
所　

本
所

市
民
課
及
び
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉

課
の
窓
口
、
そ
の

他
市
長
が
指
定
す
る
場
所　

■申
鶴
岡
市
広
告

掲
載
要
綱
、
鶴
岡
市
広
告
入
り
窓
口
用
封
筒

の
寄
附
に
関
す
る
取
扱
要
領
を
確
認
の
上
、

３
月
15
日
○金
〜
29
日
○金
に
窓
口
用
封
筒
寄
附

申
込
書
（
関
係
書
類
を
添
付
）
を
本
所
市
民

課
☎
内
線
１
５
８
へ　

■他
市
HP

平
成
30
年
鶴
岡
市
消
防
本
部
管
内

火
災
・
救
急
の
概
要

▼
火
災
件
数
、
損
害
額
、
死
者
・
負
傷
者
数　

総
出
火
件
数
は
53
件
で
過
去
５
年
間
で
最
も

多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
住
宅
火
災
は

11
件
。
火
災
に
よ
る
損
害
額
は
９
、４
３
５

万
円
で
、
前
年
よ
り
３
、９
５
５
万
円
増
で

す
。
死
者
は
２
人
で
前
年
よ
り
３
人
減
、
負

傷
者
は
３
人
で
前
年
よ
り
２
人
減
で
す
。

▼
出
火
原
因
第
１
位
は
「
た
き
火
」　

出
火

原
因
は
「
た
き
火
」
が
６
件
で
最
も
多
く
、

次
い
で「
こ
ん
ろ
」、「
電
灯
・
電
話
等
の
配
線
」

が
各
４
件
、「
た
ば
こ
」
が
２
件
、「
ス
ト
ー

ブ
」
が
１
件
の
順
と
な
っ
て
お
り
、「
そ
の

他
」
が
22
件
、「
不
明
・
調
査
中
」
が
14
件

で
す
。
そ
の
う
ち
住
宅
火
災
の
出
火
原
因
は
、

「
こ
ん
ろ
」、「
た
ば
こ
」
が
各
２
件
、「
ス
ト

ー
ブ
」
が
１
件
、「
そ
の
他
」、「
不
明
・
調

査
中
」
が
各
３
件
で
す
。

▼
住
宅
用
火
災
警
報
器　

全
て
の
住
宅
に
設

置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
定
期
的
に

掃
除
・
点
検
し
、
本
体
は
10
年
を
目
安
に
交

換
し
ま
し
ょ
う
。

▼
救
急
出
動
件
数
は
１
日
平
均
16
・
５
件

救
急
出
動
件
数
は
６
、
０
５
２
件
で
、
前
年

よ
り
２
４
９
件
増
で
す
。
救
急
車
で
搬
送
さ

れ
た
人
員
は
５
、
６
５
８
人
で
前
年
よ
り
２

３
２
人
増
で
す
。
搬
送
の
事
故
種
別
で
は
、

「
急
病
」
が
３
、
８
０
１
人
で
全
体
の
67
・

２
％
を
占
め
、
次
い
で
「
一
般
負
傷
」
が
８

１
０
人
、「
転
院
搬
送
」
が
５
５
７
人
で
す
。

■問
消
防
本
部
☎
22
‐
８
３
３
０

庄
内
自
然
博
物
園
構
想
推
進
協
議
会

運
営
委
員
を
公
募
し
ま
す

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
若
干
名
（
地
方

公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
常
勤
の
公
務

員
を
除
く
）　

①
今
年
4
月
1
日
現
在
で
20

歳
以
上
で
あ
る　

②
市
内
に
在
住
ま
た
は
勤

務
し
て
い
る　

③
年
3
回
程
度
平
日
に
開
催

す
る
会
議
に
出
席
で
き
る　

■申
４
月
１
日
○月

年

出
火
件
数

（
う
ち
住
宅
）

救
急
出
動
件
数

Ｈ
26

49
（
11
）

５
、８
８
２

Ｈ
27

46
（
10
）

５
、６
７
７

Ｈ
28

36
（
15
）

５
、５
８
０

Ｈ
29

47
（
16
）

５
、８
０
３

Ｈ
30

53
（
11
）

６
、０
５
２

窓口用封筒・表 窓口用封筒・裏

市の業務内容

鶴岡市役所

広告スペース

市の業務内容

広告スペース
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で
は
な
い
子
供
た
ち
の
夢
と
地
域
の
暮
ら
し

を
支
え
る
ス
キ
ー
場
の
役
割
、
膝
を
突
き
合

わ
せ
た
切
実
な
現
場
の
声
に
政
策
の
ヒ
ン
ト

が
隠
さ
れ
て
い
た
。
条
件
不
利
地
域
を
支
え

る
こ
と
の
重
要
性
を
多
く
の
市
民
に
分
か
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
、
私
も
更
に
努
力
し
た
い
。

　

市
長
の
仕
事
は
幅
が
広
い
。
分
野
も
広
け

れ
ば
、
東
北
一
広
い
市
域
が
対
象
な
の
だ
か

ら
エ
リ
ア
も
広
い
。
先
日
、
西
郷
土
地
改
良

区
か
ら
揮
毫ご
う

の
依
頼
を
受
け
、「
竣
工
記
念

碑
」
と
気
合
を
込
め
て
筆
を
進
め
た
。
市
長

の
役
目
で
あ
る
と
は
い
え
、
遠
慮
し
た
い
と

は
伝
え
て
い
た
の
だ
が
、「
割
字
を
し
た
の

で
大
丈
夫
だ
か
ら
」
と
紙
が
届
け
ら
れ
、
達

筆
な
見
本
を
眺
め
な
が
ら
「
や
ら
ね
ば
」
と

奮
い
立
ち
、
一
発
で
書
き
終
え
た
。
第
三
学

区
の
新
春
の
作
品
展
で
も
、
昨
年
に
続
き
色

紙
の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
書
で
は
自
慢
で
き

る
よ
う
な
作
品
を
仕
上
げ
る
自
信
は
な
か
っ

た
が
、
文
言
の
内
容
で
勝
負
だ
と
、
昨
年
に

続
き
同
じ
こ
と
を
書
い
た
。

　
「
請
わ
れ
れ
ば　

一
差
し
舞
え
る　

人
物

に
な
れ
」

　

対
話
集
会
を
終
え
ホ
ー
ル
へ
出
る
と
、
月

山
書
風
会
が
主
催
す
る
書
き
初
め
展
の
準
備

が
行
わ
れ
て
い
た
。「
未
来
の
夢
」、「
生
き

る
力
」、
子
供
た
ち
の
力
強
い
書
が
疲
れ
を

忘
れ
さ
せ
た
。「
請
わ
れ
れ
ば
…
」。
お
願
い

さ
れ
た
な
ら
い
つ
で
も
舞
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
日
頃
の
準
備
を
怠
る
な
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
逃
げ

ず
に
、
い
つ
か
子
供
た
ち
に
バ
ト
ン
を
渡
す

そ
の
日
ま
で
、
こ
れ
か
ら
も
対
話
と
努
力
を

続
け
て
行
き
た
い
。

〜
19
日
○金
に
本
所
環
境
課
内
「
同
協
議
会
」

事
務
局
☎
内
線
７
２
０
へ

福
祉
・
年
金

人
工
透
析
を
受
け
て
い
る
方
に

通
院
交
通
費
を
助
成
し
ま
す

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方　

①
本
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
腎
臓
機
能
障
害
に
よ
る
身

体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方　

②
人
工
透

析
療
法
を
受
け
る
た
め
交
通
機
関
（
自
家
用

車
を
含
む
）
を
利
用
し
て
通
院
し
て
い
る
方

③
本
人
及
び
同
居
世
帯
の
生
計
中
心
者
が
所

得
税
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方　

④
生
活
保

護
等
で
通
院
交
通
費
の
給
付
を
受
け
て
い
な

い
方　

■
助
成
額　

通
院
交
通
費
と
し
て
実

際
に
か
か
っ
た
額
と
交
付
基
準
額
の
う
ち
、

低
い
方
の
額　

■申
３
月
29
日
○金
ま
で
申
請
書

・
通
院
報
告
書
と
領
収
書
（
タ
ク
シ
ー
等
を

利
用
し
た
方
の
み
）
を
本
所
福
祉
課
☎
内
線

１
３
７
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

平
成
31
年
度
分
福
祉
タ
ク
シ
ー

券
・
福
祉
給
油
券
の
交
付

　

対
象
者
に
申
請
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

希
望
の
方
は
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
ず
押

印
の
上
、
投
か
ん
し
て
く
だ
さ
い
。
届
か
な

い
・
紛
失
し
た
・
新
た
に
対
象

に
な
っ
た
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方　

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

〜
３
級　

②
療
育
手
帳
Ａ　

③

診療体制が変わります

【呼吸器外科】【心臓血管外科】　
　３月５日以降、新たに日本海総合病院から医師が派
遣されるため、これまでの診療時間に加えて、次のと
おり外来診療を開始します。初診の方は、地域の医療
機関の紹介状をご用意ください。

【呼吸器科】　
　４月以降、常勤の医師が不在になるため、新規患者
の受入れを休止します。呼吸器疾患の専門診療が必要
な場合はかかりつけ医等から他の医療機関に紹介して
いただくことになります。また、当院の内科外来、救
急外来を直接受診された際は、他の医療機関を紹介さ
せていただく場合があります。常勤医師の確保につい
ては大学医学部等への派遣要請などに鋭意努力してい
きます。ご理解とご協力をお願いします。
【眼科】　
　４月以降、非常勤医師１人に常勤専門医１人が加わ
り、2人体制で外来入院診療を行います。これまで行
えなかった高度な手術等もできるようになります。初
診の方はこれまでどおり事前に地域の医療機関の紹介
状と診察予約が必要です。また、７月に常勤専門医が
もう１人増え、診療体制がさらに充実します。

荘内病院

■問荘内病院医事課☎26‐5111内線6119

呼吸器外科   毎週火曜日午後（当面予約診療のみ）
心臓血管外科   毎週水曜日午後

唾液を採取することで、複数のがんのリスクが分かります

唾液がんリスク検査

がん対策

　本市が支援している慶大先端生命研発のベンチャー企業㈱
サリバテックが開発した「唾液がんリスク検査」が市内でも
受けられるようになりました。この検査は、すいがんや大腸
がんなど「現在がんである可能性」を唾液で調べることがで
きるものです。
　荘内病院では４月以降、人間ドック（入院）のオプション
検査で受けることができます。
　また、荘内病院以外でも市内で受けられる医療機関があり
ます。詳細や検査できる医療機関などは、サリバテックHPで
ご確認ください。　

■問本所政策企画課☎内線525または荘内病院医事課☎26‐5111内線6119へ

Yahoo! 防災速報アプリと連携しました
防災

　本市とヤフー㈱は、災害時の情報発信に関する協定を締結
しました。今後は「Yahoo! 防災速報」アプリでも市が発表
する防災情報を配信します。災害発生時や台風接近時などに、
避難所開設状況等が配信される予定です。なお、閲覧するに
はアプリをインストールする必要があります。

■問本所防災安全課☎内線185

■QRコードから「Yahoo!防災速報」アプリ
　をインストールしてください。
　（アンドロイド、iOSのいずれも可）
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料
を
そ
の
月
の
月
末
に
納
め
る
と
、
月
額
50

円
割
引
と
な
る
早
割
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付
で
き
る
制
度
や
保

険
料
が
割
引
さ
れ
る
前
納
制
度
も
あ
り
ま
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

こ
ん
な
と
き
は
国
民
年
金
の

加
入
、
変
更
の
手
続
き
を

▼
会
社
員
と
そ
の
配
偶
者
（
被
用
者
年
金

加
入
者
）　

▽
被
用
者
年
金
を
や
め
た
と
き　

■持
本
人
・
配
偶
者
の
退
職
年
月
日
を
証
す
る

書
類
（
離
職
票
等
）、
年
金

手
帳
、
印
鑑　

▽
配
偶
者
の

扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き　

■持

扶
養
か
ら
外
れ
た
日
を
証
す

る
書
類
、
年
金
手
帳
、
印
鑑

▼
学
生
、
無
職
の
方
、
自
営
業
者
の
方
等　

▽
転
入
・
転
出
・
転
居
で
住
所
や
氏
名
が
変

わ
っ
た
と
き　

■持
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、

印
鑑　

▽
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
（
死

亡
一
時
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
請
求
で
き
る

場
合
あ
り
）、
国
外
転
出
や
年
金
受
給
額
を

増
や
す
た
め
に
任
意
加
入
す
る
と
き
〈
☆
〉、

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
（
学
生
納
付

特
例
や
免
除
申
請
を
す
る
と
き
）〈
☆
〉　

■持

年
金
手
帳
、
印
鑑　

▽
被
用
者
年
金
に
加
入

し
て
い
な
い
方
が
20
歳
に
な
っ
た
と
き

▼
共
通　

■申
14
日
以
内
に
（〈
☆
〉
は
速
や

か
に
）
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
追
加

の
書
類
が
必
要
な
場
合
あ
り
。
本
人
以
外
の

手
続
き
は
委
任
状
が
必
要

生
活
・
そ
の
他

子
供
の
携
帯
電
話
等
に
は

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
設
定
を
！

　

子
供
に
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を

持
た
せ
る
場
合
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
有
害
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
制
限
す
る
機
能
）
を
設
定
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
可
能

な
携
帯
ゲ
ー
ム
機
や
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
等
に

つ
い
て
も
、
同
様
の
設
定
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
、
利
用

目
的
・
方
法
・
時
間
・
料
金
等
を
家
族
で
よ

く
話
し
合
っ
て
利
用
し
ま
し
ょ
う

■問
青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー
（
櫛
引
庁
舎
）
☎

０
１
２
０
‐
０
２
８
‐
２
３
４

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す

鶴
岡
地
域
春
の
清
掃
ク
リ
ー
ン
作
戦
＆
側
溝
清
掃

■日
・
■場
▽
ク
リ
ー
ン
作
戦
と
側
溝
清
掃　

４

月
７
日
○日
…
第
二
・
第
三
学
区　

14
日
○日
…

第
一
・
第
五
学
区　

21
日
○日
…
第
四
・
第
六

学
区　

▽
ク
リ
ー
ン
作
戦　

３
月
24
日
○日
…

西
郷
地
区　

４
月
６
日
○土
…
京
田
地
区　

７

日
○日
…
斎
・
黄
金
・
栄
・
上
郷
・
三
瀬
地
区　

14
日
○日
…
大
泉
・
小
堅
・
由
良
地
区　

21
日

○日
…
湯
田
川
・
田
川
・
湯
野
浜
地
区　

５
月

５
日
○日
…
加
茂
地
区　

12
日
○日
…
大
山
地
区　

■
ご
み
等
の
回
収
・
運
搬　

▽
ク
リ
ー
ン
作

戦　

第
一
〜
第
六
学
区
…
当
日
午
後　

他
の

地
区
…
翌
日
か
ら
２
日
以
内　

▽
側
溝
清
掃　

２
日
以
内　

■申
▽
ク
リ
ー
ン
作
戦
…
廃
棄
物

対
策
課
☎
内
線
６
７
７　

▽
側
溝
清
掃
…
本

所
土
木
課
☎
内
線
４
８
８

カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
な
ど
の　

処
分
方
法

　

カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
な
ど
の
ガ
ス
を
抜
く
た

め
、
缶
に
穴
を
開
け
る
行
為
は
、
火
災
の
原

因
に
な
っ
た
り
、
ガ
ス
を
吸
い
込
み
体
調
不

良
を
起
こ
し
た
り
す
る
な
ど
大
変
危
険
で
す
。

穴
を
開
け
ず
に
使
い
切
っ
て
か
ら
ご
み
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
使
い
切
り
方　

▽
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ　

カ

セ
ッ
ト
こ
ん
ろ
で
煮
炊
き
す
る
な
ど
有
効
に

活
用
し
使
い
切
っ
て
く
だ
さ
い　

▽
殺
虫
剤

等
の
ス
プ
レ
ー
缶　

使
い
切
れ
な
い
場
合
は

缶
に
記
載
さ
れ
て
い
る
排
出
方
法
の
手
順
に

従
っ
て
、
必
ず
風
通
し
が
良
く
火
気
の
な
い

屋
外
で
ガ
ス
を
抜
い
て
く
だ
さ
い

　

缶
を
振
っ
て
音
（
シ
ャ
カ
シ
ャ
カ
な
ど
）

が
し
た
ら
ま
だ
中
身
が
残
っ
て
い
ま
す
。
必

ず
使
い
切
る
か
ガ
ス
を
抜
い
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ガ
ス
が
残
っ
た
ま
ま
ご
み
に
出
す

と
収
集
車
や
処
理
施
設
で
火
災
の
原
因
と
な

り
ま
す
の
で
、
個
人
で
ガ
ス
を
排
出
で
き
な

い
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　

■問
廃
棄
物
対
策
課
☎
内
線
６
７
７

公
共
下
水
道
事
業
負
担
金

　

公
共
下
水
道
鶴
岡
地
区
内
の
次
の
対
象
区

域
に
つ
い
て
、
平
成
31
年
度
か
ら
新
た
に
公

共
下
水
道
事
業
負
担
金
を
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。
対
象
区
域
内
の
土
地
を
所
有
す
る
方

に
、
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
申
告
書
を
４

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級　

■問
本
所

福
祉
課
☎
内
線
１
３
７
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

市
民
福
祉
課
へ

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
40
年
間
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

納
め
忘
れ
た
期
間
が
あ
る
と
、
年
金
が
減
額

さ
れ
た
り
、
万
が
一
の
と
き
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

▼
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
等　

保
険
料

の
一
部
免
除
（
４
分
の
３
・
半
額
・
４
分
の

１
免
除
）
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
一
部

納
付
保
険
料
を
納
め
な
い
と
、
年
金
の
受
給

資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
ず
、
受
け
取
る
年
金

額
に
も
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
納
付
猶

予
や
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
ま

す
が
、
受
け
取
る
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
将
来
、
受
け
取
る
年
金

額
を
増
や
す
た
め
に
、
免
除
や
納
付
猶
予
を

受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
、
10
年
前
の
分
ま

で
遡
っ
て
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
納
付
対
象
月
の
属
す
る
年

度
の
翌
々
年
度
を
過
ぎ
る
と
、
加
算
金
が
付

き
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
納
め
忘
れ
が
あ

り
ま
せ
ん　

預
金
通
帳
・
預
金
通
帳
届
出
印

鑑
・
国
民
年
金
納
付
書
を
準
備
の
上
、
金
融

機
関
窓
口
や
鶴
岡
年
金
事
務
所
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
で
そ
の
月
の
保
険
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市長と直接対話を行い市政と市民の意思疎通を図ります

「市長との対話集会」開催しませんか

対話と協働

■日日時は開催を希望する団体等と調整し決定します
■場会場の手配・準備等は申込み団体でお願いします
■対市内で活動している団体やグループ（ 営利目的、宗
教・思想・政治等の目的の団体はご遠慮ください）
■内市長の話、意見交換等（合わせて１時間30分程度）
■申本所総務課及び各地域庁舎総務企画課に設置の開催
希望票に必要事項を記入し、郵送、ファクス、電子メー
ルまたは直接同課（〒997‐8601市内馬場町９‐25、
FAX24‐9071、　tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp）へ。
開催希望票は市HPからもダウンロードできます。ま
た希望があれば郵送します
■他開催結果は必要に応じて公表します

■問本所総務課☎内線313

月
に
送
付
し
ま
す
。

■
対
象
区
域　

茅
原
北
土
地
区
画
整
理
事
業

地
内
、
青
龍
寺
地
区
、
金
谷
地
区
、
谷
定
地

区
、
寿
地
区
、
中
橋
地
区
、
藤
沢
地
区
、
白

山
地
区
、
今
泉
地
区
、
友
江
地
区
、
下
川
地

区
の
各
一
部　

■問
上
下
水
道
部
下
水
道
課
☎

25
‐
５
８
６
０

水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
え
の　

予
定
時
期
と
地
区

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
法
律
に
よ
っ
て
使
用
期

限
（
８
年
間
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

定
期
的
に
取
替
え
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■日
４
月
〜
12
月　

■場
▽
鶴
岡
地
域
…
長
者
町
、

城
南
町
、
海
老
島
町
、
の
ぞ
み
町
、
日
枝
、

大
宝
寺
町
、
小
真
木
原
町
、
み
ど
り
町
、
砂

田
町
、
外
内
島
、
遠
賀
原
、
中
橋
、
民
田
、

林
崎
、
本
田
、
上
清
水
、
大
広
、
中
山
、
矢

引
、
中
沢
、
大
荒
、
加
茂
、
今
泉
、
金
沢
、

湯
野
浜　

▽
藤
島
地
域
…
藤
島
、
野
田
目
、

越
後
京
田
、
須
走
、
新
屋
敷
、
平
形　

▽
羽

黒
地
域
…
黒
瀬
、
手
向　

▽
櫛
引
地
域
…
板

井
川
、
松
根
、
た
ら
の
き
代　

▽
朝
日
地
域

…
大
鳥
、
荒
沢
、
上
田
沢
、
倉
沢　

▽
温
海

地
域
…
温
海
、
大
岩
川
、
小
名
部
、
関
川
、

戸
沢　

■問
上
下
水
道
部
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

☎
23
‐
７
６
０
９　

■他
予
定
地
区
以
外
で
も

取
替
え
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

平
成
31
年
度
水
質
検
査
計
画

を
公
表
し
ま
す

　

安
全
・
安
心
な
水
道
を
利
用
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
水
質
検
査
の
方
針
、
検
査
項
目
・

頻
度
、
採
水
場
所
等
を
定
め
た
同
計
画
を
市

HP
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
同
計
画
へ
の
ご
意

見
等
が
あ
る
方
は
、
上
下
水
道
部
水
道
課
☎

23
‐
７
７
３
２
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

住
宅
名

間
取
り
等

戸
数

鶴岡
ち
わ
ら
住
宅
３
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

３

美
原
住
宅

１
階
・
１
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

稲
生
住
宅

２
階
・
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

４
階
・
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

み
ど
り
住
宅
２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
山
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

朝日
名
川
特
定
公

共
賃
貸
住
宅
木
造
２
階
建
２
階
・

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

温海
紅
葉
岡
住
宅
１
階
・
３
Ｋ

１

■
入
居
時
期　

５
月
中
旬
以
降　

■申
３
月
１

日
○金
〜
20
日
○水
に
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８

３
ま
た
は
朝
日
・
温
海
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

３
月
は
「
自
殺
対
策
強
化
月
間
」 　
　

大
切
な「
こ
こ
ろ
」と「
い
の
ち
」の
た
め
に

　

本
市
で
は
平
成
19
年
〜
28
年
の
10
年
間
で

３
４
１
人
の
大
切
な
命
が
自
殺
で
失
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

掛
け
替
え
の
な
い
大
切
な
「
こ
こ
ろ
」
と

「
い
の
ち
」
を
守
る
た
め
に
身
近
な
人
が
悩

ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
ら
、
勇
気
を
出

し
て
声
を
掛
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
悩
み
事

が
あ
る
方
は
一
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
周
囲

の
人
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
誰
か
に
相
談
す

る
こ
と
で
解
決
で
き
た
り
、
解
決
が
困
難
な

こ
と
で
も
一
緒
に
考
え
る
人
が
い
る
こ
と
で

気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
次
の
相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
市
の
相
談
窓
口　

健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）

☎
内
線
３
６
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福

祉
課
へ

▼
心
の
健
康
・
悩
み
等
に
関
す
る
相
談
窓
口

▽
よ
り
そ
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
０
１
２
０
‐

２
７
９
‐
３
３
８　

▽
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

統
一
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
‐
０
６
４
‐
５

５
６ 

（
月
曜
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
）　

▽
心
の
健
康
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
２

３
‐
６
３
１
‐
７
０
６
０
（
月
曜
〜
金
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）　

▽
山
形
い
の
ち

の
電
話
☎
０
２
３
‐
６
４
５
‐
４
３
４
３

（
午
後
１
時
〜
10
時
）　

▽
庄
内
保
健
所
地
域

保
健
福
祉
課
☎
66
‐
４
９
３
１　

▽
山
形
県

立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー
内
「
心
の
悩
み

電
話
相
談
室
」
☎
22
‐
３
９
９
１
（
毎
週
火

曜
日
午
前
10
時
〜
正
午
）　

▽
心
の
健
康
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談（
山
形
県
精
神
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
HP
）

雪
崩
に
注
意
!!

　

融
雪
期
は
降
雨
や
気
温
上
昇
に
よ
っ
て
、

雪
崩
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
外
出
の

際
は
、
気
象
情
報
等
に
留
意
し
、
事
故
に
遭

わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
山
の

斜
面
の
雪
割
れ
（
ク
ラ
ッ
ク
）
等
の
前
兆
現

象
や
変
化
に
気
付
い
た
と
き
は
、
安
全
な
場

所
へ
避
難
し
、
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１

８
５
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

山形県議会議員選挙
選挙

■問本所選挙管理委員会事務局☎内線641または各地域庁舎総務企画課へ

【鶴岡市選挙区・立候補届出受付】
◎日　時　３月29日○金午前８時30分～午後５時
◎会　場　庄内総合支庁４階講堂
◎問合せ　山形県選挙管理委員会庄内地方事務局☎66‐5417

■選挙の告示

  3月29日○金
■期日前投票の日時・会場
　当日投票できない場合にご利用ください。
○市役所本所　３月30日○土～４月６日○土　
　　　　　　　午前８時30分～午後８時
○各地域庁舎　３月31日○日～４月６日○土
　　　　　　　午前８時30分～午後７時

■投　票　日

 ４月７日○日
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